
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人佐々木一珍の上告理由について。

　本件実用新案権実施許諾契約が錯誤により無効であるとの原審の認定判断は、原

判決挙示の証拠に照らし首肯することができ、右認定判断の過程に所論の違法はな

い。

　ところで、原審の適法に確定した事実によると、本件約束手形は、上告人が同人

のＤ電機株式会社（現商号Ｃ名刺株式会社）に対する右実用新案権実施許諾契約上

の債権の支払確保のため、および同社代表者Ｅの子Ｆに右債務の保証をさせるため、

同社からＦ、Ｆから上告人に順次裏書譲渡させ、これを所持していたというのであ

る。

　思うに、債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた所持人がその債権の完済

消滅後に振出人に対してする右手形金の請求が権利濫用として許されないことは当

裁判所の判例（昭和三八年（オ）第三三〇号大法廷昭和四三年一二月二五日判決民

集二二巻一三号三五四八頁）とするところであるが、同様に、債権支払確保および

債権保証のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、裏書原因である法律行為が

無効であるときには、特段の事情のないかぎり、手形を保持し手形上の権利を行使

すべき実質的理由をなんら有しないのであるから、自己が手形を所持していること

を奇貨として振出人に対し手形金を請求することは権利の濫用であつて許されない

と解すべきである。�

　してみると、本件手形の裏書原因は前述のように無効であるので、右裏書により

これを所持するにいたつた上告人の被上告人に対する本件手形請求は許されないと
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いわなければならず、同旨の原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、

論旨は採用することができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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